
 

別添 

化粧品基準（平成12年厚生省告示第331号） 新旧対照表 

                                                                   

 

改   正   後 改   正   前 

別表第２ 

１ （略） 

２ 化粧品の種類又は使用目的により配合の制限がある成分 

成  分  名 100g中の最大配合量 

（略） （略） 

石けん、シャンプー等の直ち

に洗い流す化粧品以外の化粧

品 

ウンデシレン酸モノエタ

ノールアミド 

チラム 

パラフェノールスルホン酸

亜鉛 

２―（２―ヒドロキシ―５

―メチルフェニル）ベンゾト

リアゾール 

ラウロイルサルコシンナト

リウム 

（略） 

 

 

頭髪のみに使用され、洗い流

すヘアセット料 

システアミン塩酸塩 

 

 

8.63g 

頭髪のみに使用され、洗い流

すヘアセット料以外の化粧品 

システアミン塩酸塩 

 

 

配合不可 

頭部、粘膜部又は口腔内に使

用される化粧品及びその他の

 

 

別表第２ 

１ （略） 

２ 化粧品の種類又は使用目的により配合の制限がある成分 

成  分  名 100g中の最大配合量 

（略） （略） 

石けん、シャンプー等の直ち

に洗い流す化粧品以外の化粧

品 

ウンデシレン酸モノエタ

ノールアミド 

チラム 

パラフェノールスルホン酸

亜鉛 

２―（２―ヒドロキシ―５

―メチルフェニル）ベンゾト

リアゾール 

ラウロイルサルコシンナト

リウム 

（略） 

 

（新設） 

 

 

（新設） 

（新設） 

 

 

（新設） 

頭部、粘膜部又は口腔内に使

用される化粧品及びその他の

 

 



 

部位に使用される化粧品で脂

肪族低級一価アルコール類を

含有する化粧品（当該化粧品

に配合された成分の溶解のみ

を目的として当該アルコール

類を含有するものを除く。） 

エストラジオール、エスト

ロン又はエチニルエストラジ

オール 

 

 

 

 

 

 

（略） 

（略） （略） 

３ （略） 

部位に使用される化粧品で脂

肪族低級一価アルコール類を

含有する化粧品（当該化粧品

に配合された成分の溶解のみ

を目的として当該アルコール

類を含有するものを除く。） 

エストラジオール、エスト

ロン又はエチニルエストラジ

オール 

 

 

 

 

 

 

合計量として 20000国際単位 

（略） （略） 

３ （略） 

（注１）・（注２） （略） （注１）・（注２） （略） 

                                                                                         ※下線部を変更 


